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〇〇年〇月〇日 

 

遺言能力鑑定書 

 

日本内科学会 総合内科専門医 

日本神経学会 神経内科専門医・指導医 

日本認知症学会 認知症専門医・指導医 

医学博士 

 

医師           印  

 

 本鑑定意見書は、2022 年〇〇月〇〇日に死亡した患者、亡〇〇氏(以下本患者)の認知機

能の状況について鑑定し、総合内科専門医かつ神経内科専門医・指導医かつ認知症専門

医・指導医として、医学的見解を述べるものである。本鑑定意見書の作成にあたっては、

診療記録、施設記録、遺言書、介護保険の主治医意見書などをもとにしている。 

 特に、自筆証書遺言を作成された 2015 年〇〇月〇〇日の時点での認知機能の状況等に

ついて意見を述べるものである。 

 

第 1 本患者の臨床経過 

 

■被相続人（鑑定対象者） 

・氏 名  〇〇 殿 

・性 別  女性 

・生年月日  大正〇〇年〇月〇日  

 

■臨床経過の概要 

2011-2012 年頃～ もの忘れが進行し始めている。 

2013 年 7 月 〇〇病院を初診されている。その後、転居に伴って、終診。 

2013 年 10 月 20 日 〇〇施設〇〇に入居された。 

2013 年 10 月 25 日 〇〇クリニックの訪問診療が開始され、アルツハイマー型

認知症に対してメマリー10mg を処方されている。 

2014 年 4 月 11 日 訪問診療が、〇〇クリニックへ変更となった。 

2014 年 8 月 21 日 要介護 1 と認定された。 

2014 年 10 月 10 日 訪問診療が必要な理由として「アルツハイマー型認知症に

よる精神的な機能低下著明(後略)。」と、診療録に記載され
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ている。 

2015 年 7 月 22 日 診療録に「認知症は相変わらず」と記載されている。〇〇ク

リニックの訪問診療はこの記録が最後。 

2015 年 7 月 25 日 サービス付き高齢者向け住宅〇〇に入居。 

2015 年 8 月 14 日 転居に伴い、再び〇〇病院を受診。もの盗られ妄想や易怒性

を認め、抑肝散を追加されている。 

2015 年 9 月 18 日 メマリーを 15mg/日から 20mg/日へ増量されている。 

2015 年 9 月 20 日 本件の自筆証書遺言が作成された。 

2015 年 10 月 12 日 介護付き有料老人ホーム 〇〇に入居された。 

2015 年 10 月 16 日 〇〇病院から〇〇クリニックへ紹介されている。 

2015 年 10 月 26 日 〇〇クリニックの診療が開始されている。 

2015 年 12 月 3 日 〇〇クリニックの最終診療が行われた。 

 紹介先未記入の診療情報提供書を記載されている。 

2015 年 12 月 3 日 介護付き有料老人ホーム 〇〇を退去し、〇〇へ転居され

た。 

2016 年 6 月 27 日 〇〇クリニックの診療が始まり、メマリー20mg を処方され

ている。 

2016 年 8 月 5 日 主治医意見書では、認知症高齢者の日常生活自立度 IIb。

短期記憶は問題あり、日常の意思決定を行うための認知能

力はいくらか困難、自分の意思の伝達能力はいくらか困難。

以後、訪問診療が継続され、徐々に痰がらみが増えていた。 

2016 年 8 月 26 日 要介護 2 と認定された。 

2016 年 8 月 27 日 〇〇居宅介護支援事業所作成のアセスメントシートでは、

もの忘れがあり、ものとられ妄想・作話・感情が不安定・し

つこく同じ話をする・ひどい物忘れなどの精神・行動障害が

みられている。 

2018 年 8 月 15 日 〇〇のアセスメントシートでは、もの忘れがあり、行動心理

症状がみられている。 

2022 年 3 月 3 日 発熱し、翌日から抗生剤を開始されている。 

2022 年 3 月 9 日 〇〇にて永眠。 
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■本件で精査した各資料の概要 

1. 〇〇クリニック在宅療養計画書および診療録 

 2013 年〇〇月〇〇日から訪問診療が開始されており、アルツハイマー型認

知症の傷病名に対して、後述する〇〇病院から引き継いだ形でメマリー🄬 

10mg/日を処方されている。2014 年〇〇月〇〇日が最終診察となっている。

以後、訪問診療は〇〇クリニックが行っている。 

 2013 年〇〇月〇〇日付で作成された在宅療養計画書では、傷病名はアルツ

ハイマー型認知症と記載されており、日常生活の自立度として“認知症の状況”

は II と判定されている。服薬管理ができておらず、認識にずれがあることを

指摘されている。 

 

2. 〇〇クリニック在宅療養計画書および診療録 

 2014 年〇〇月〇〇日から訪問診療が開始されている。 

2014 年〇〇月〇〇日付で作成された在宅療養計画書では、ADL の状況と

して「食事・服薬・起居・歩行・移動・更衣・清潔・清拭・入浴・排泄など」

に介助・介護を要すると記載されている。 

2014 年〇〇月〇〇日の診療録に、訪問診療が必要な理由として「アルツハ

イマー型認知症による精神的な機能低下著明(後略)。」と記載されている。 

2015 年〇〇月〇〇日付で作成された在宅療養計画書でも、ADL の状況と

して「食事・服薬・起居・歩行・移動・更衣・清潔・清拭・入浴・排泄など」

に介助・介護を要すると記載されている。 

 2015 年〇〇月〇〇日の診療録に「認知症は相変わらず」と記載されている。

〇〇クリニックの訪問診療はこの記録が最後である。サービス付き高齢者向

け住宅〇〇への入居に伴って、〇〇病院で診療を受けることになった。 

 

3. サービス付き高齢者向け住宅〇〇への入居と〇〇病院での診療など 

 2015 年 7 月 25 日に、サービス付き高齢者向け住宅〇〇に入居したため、

〇〇クリニックから〇〇病院への診療に戻っている。 

2015 年〇〇月〇〇日に、もの盗られ妄想や易怒性に対して、抑肝散を追加

されている。 

 2015 年〇〇月〇〇日には、メマリー🄬を 15mg/日から 20mg/日へ増量され

ている。 

 

4. 介護付き有料老人ホーム 〇〇への入居と〇〇クリニックへの診療情報提供

書など 

 2015 年 10 月 12 日に、サービス付き高齢者向け住宅〇〇から、〇〇に入居
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されている。 

入居に伴い、2015 年〇〇月〇〇日付で〇〇病院から〇〇クリニックへ診療

情報提供書を作成されている。その診療情報提供書には“2011 年頃よりもの

忘れが進行し、2013 年〇〇月に〇〇病院を初診されたこと”が記載されてい

る。また、“アルツハイマー型認知症と診断してメマンチン(メマリー🄬の一般

名)を開始したところで、転居のためにいったん終診となっていた”ことも記

されている。 

 

5. 〇〇クリニックの診療録および紹介先未記入の診療情報提供書 

 上述した通り、〇〇へ入居されたことに伴い、2015 年〇〇月〇〇日に〇〇

クリニックの診療が開始されている。 

 〇〇への転居に伴い、2015 年〇〇月〇〇日の最終診察の際に、紹介先未記

入の診療情報提供書を記載されている。 

 

6. 〇〇クリニックの診療録、居宅療養管理指導書、主治医意見書 

 2016 年〇〇月〇〇日から訪問診療が始まり、〇〇病院で増量されていた通

りに、メマリー🄬20mg を処方されている。認知症高齢者の日常生活自立度 

IIb と記載されている。 

 2016 年〇〇月〇〇日付の居宅療養管理指導書では、主病名にアルツハイマ

ー型認知症と記載されており、認知症高齢者の日常生活自立度は IIb と記載さ

れている。 

 2016 年〇〇月〇〇日付の主治医意見書では、2012 年から認知症にて加療

中であることが記されている。そして、認知症高齢者の日常生活自立度 IIb

と判定されている。短期記憶は問題あり、日常の意思決定を行うための認知能

力はいくらか困難、自分の意思の伝達能力はいくらか困難と判断されている。 

 2016 年〇〇月〇〇日付の居宅療養管理指導書では、要介護 2 と記載されて

いる。 

以後、訪問診療が継続され、徐々に痰がらみが増えていた。 

 

7. 〇〇の療養に関する記録 

 2015 年〇〇月〇〇日に、介護付き有料老人ホーム 〇〇を退去し、〇〇へ

転居されている。 

 2016 年〇〇月〇〇日付の〇〇居宅介護支援事業所作成のアセスメントシー

トでは、もの忘れがあり、ものとられ妄想・作話・感情が不安定・しつこく同

じ話をする・ひどい物忘れなどの精神・行動障害がみられている。 

 2017 年〇〇月〇〇日からのサービス実施記録では、意欲・関心・記憶への
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働きかけが行われていたことが記されている。 

 2017 年〇〇月〇〇日から 2018 年〇〇月〇〇日までの間、数か月ごとに〇

〇の〇〇氏によってアセスメントシートが作成されている。2017 年〇〇月〇

〇日の時点で、もの忘れがみられ、ときどき作話や同じ話がみられ、感情が不

安定で、落ち着きがない様子であった。 

2022 年〇〇月〇〇日に発熱し、翌日から抗生剤を開始されている。2022 年

〇〇月〇〇日、〇〇にて永眠された。 

 

8. 自筆証書遺言 

 2015 年〇〇月〇〇日付で作成されたとされる、自筆証書遺言が残されてい

る。本患者の死亡後、財産を長男 〇〇氏と長女 〇〇氏とで半分に分けるも

のとし、〇〇氏にも、長男と長女との話し合いにより相応の金額を渡すものと

するという内容。 

 

 

第 2 本患者の病態検討に関わる医学的知見 

1. 認知症の診断 

代表的な認知症の診断基準には，世界保健機関による国際疾病分類第10版

（ICD-10）や米国国立老化研究所/Alzheimer病協会ワークグループ National 

Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroup（NIA-AA）基準，米国

精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアル第5版（DSM-5）がある

（文献1 p.2-3）。ICD-10は1993年、NIA-AAは2011年、DSM-5は2013年に発

行されている。例えばDSM-5では「1意識障害がないことが前提であり、2記

憶障害に加えて、それ以外の認知機能障害、見当識障害や判断力の障害、実行

機能障害が認められ、3それらの障害によって日常の社会生活や対人関係に支

障を来たし、4病因として器質性病変の存在が確認あるいは推定され、5うつ病

などが除外されれば認知症」と診断される。それぞれの診断基準には細かい差

異はあるものの、ここに挙げた診断基準は、おおよそ「せん妄や精神疾患によ

らず、複数の認知機能低下によって日常生活に支障が生じた」状態と要約でき

る（表1～3; いずれも文献1より転載）。決して改訂長谷川式簡易知能評価スケ

ール(以下HDS-R)などの神経心理検査の点数だけによって、認知症か否かの判

定を行うものではないことに注意が必要である。認知症診療ガイドライン２０

１７においても、「いずれの評価法を用いる場合においても、各評価法のカッ

トオフ値だけで異常かどうか判断するのではなく、病前能力や診察時の心身の

状態などを十分考慮して、病前とどう変化したかを的確に捉える必要がある」

と記載されている(文献１ p.25-27)。この内容が、下記の認知症の診断基準に
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も反映されていると言える。 
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2. アルツハイマー型認知症の診断 

アルツハイマー型認知症は、記憶あるいは非記憶領域の客観的認知機能障害

を主徴として、緩徐に進行する認知症である（文献1 p.210）。アルツハイマ

ー型認知症の診断基準は、平成25年に改定されたDSM-5（表1; 文献1 p.211よ

り転載）が広く用いられてきた。NIA-AAからも、平成23年に診断基準が提案

されている（表2; 文献1 p.211より転載）。さらに、平成26年には新たなアルツ

ハイマー病先端研究診断基準(IWG-2診断基準)が発表された（表3; 文献1 

p.212より転載）。 
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3. 日常生活自立度 

厚生労働省は障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度

を定めている（文献2 p.155～157）。前者は寝たきり度とも呼ばれ、身体の自

立度を評価するものであり、後者は認知機能による自立度または介護必要度を

評価するものである。一般的には介護保険の認定に用いられている。 
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障害高齢者の日常生活自立度 

 

 

認知症高齢者の日常生活自立度 
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第 3 本件鑑定対象者の認知機能についての医学的見解 

 2015 年〇〇月〇〇日付で〇〇病院の〇〇医師が〇〇クリニック宛に作成した診療情報提

供書によれば、本患者は 2011 年頃からもの忘れが進行していたことが記されている。 

また、2013 年〇〇月〇〇日から開始された〇〇クリニックの訪問診療では、初診時から

アルツハイマー型認知症の傷病名がつけられ、〇〇病院から引き継いだ形でメマリー

🄬10mg/日を処方されている。2013 年〇〇月の時点で、服薬管理ができておらず、認識に

ずれがあることを指摘されている。 

そのうえで、2014 年〇〇月〇〇日に要介護認定において、要介護 1 と認定されている。

これは“要介護認定等基準時間が 32 分以上 50 分未満又はこれに相当すると認められる状態”

と定義されている。この意義については、後述する。 

ここまでの記録を認知症の診断基準に照らすと、「記憶力を中心とした認知機能の低下が

みられ、日常生活に支障を来して介護を必要とする」状況であったということであり、認知

症であったと言える。 

 

次に、本患者の認知症の背景がアルツハイマー型認知症として矛盾しないかを検討する。

「本患者の臨床経過」でも示された通り、全体の経過は緩徐進行性であり、記憶力の低下が

主たる問題であった。この経過はアルツハイマー型認知症の診断基準に照らしても典型的

と言える。本患者でメマリー🄬を導入された際の経緯を資料から読み取ることはできないが、

そもそもメマリー🄬はアルツハイマー型認知症に対してしか保険適応がない。従って導入に

至った際も、上述の臨床経過がアルツハイマー型認知症の診断基準に照らして矛盾しない

と判断されたものと推定される。なお、その後にものとられ妄想や易怒性を呈している経過

もアルツハイマー型認知症として矛盾しない。今回の資料には頭部画像検査はないが、審査

した資料からは、血管性認知症をはじめとした他の要因による認知症を、積極的に示唆する

所見は見受けられない。 

 

 その次に、本患者がアルツハイマー型認知症としてどの程度の認知機能を有していたか

を検討する。 

2014 年〇〇月〇〇日に〇〇クリニックから訪問診療がなされた際、訪問診療が必要な理

由として「アルツハイマー型認知症による精神的な機能低下著明。」と記載されている。そ

の後も 2015 年〇〇月〇〇日に〇〇クリニックからの最終訪問診療がなされるまで、「認知

症は相変わらず」と記載されている。 

2015 年〇〇月〇〇日に再び〇〇病院で診療を受けており、2015 年〇〇月〇〇日にはメマ

リー🄬を 20mg へ増量されている。メマリー🄬の「効能又は効果」は「中等度及び高度アル

ツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であり、維持量かつ最大投与量は 1 日

20mg である(文献 3)。すなわち、〇〇病院では高度アルツハイマー型認知症に至っている

と判断されたからこそ、20mg の維持量まで増量されたものと推測される。 
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2016 年〇〇月〇〇日付の主治医意見書では、認知症高齢者の日常生活自立度 IIb と判

定されている。短期記憶は問題あり、日常の意思決定を行うための認知能力はいくらか困難、

自分の意思の伝達能力はいくらか困難と判断されている。 

以後、2016 年〇〇月〇〇日付のアセスメントシートでは、もの忘れがあり、ものとられ

妄想・作話・感情が不安定・しつこく同じ話をする・ひどい物忘れなどの精神・行動障害が

みられており、アルツハイマー型認知症として、着実に認知機能の低下が進行していたこと

が読み取れる。 

以上の経過からは、本件の自筆証書遺言が作成された 2015 年〇〇月〇〇日の時点では、

既に高度アルツハイマー型認知症に至っていたものと推定される。 

 なお、いわゆる行動心理症状と、認知機能障害の程度は相関するものではない(文献 4)。

従ってアルツハイマー型認知症を背景とした行動心理症状による、“異常行動”の程度が極端

なものでなかったとしても、判断能力が欠如していなかった根拠にはならない。また、2015

年〇〇月〇〇日に、もの盗られ妄想や易怒性に対して、抑肝散を追加されている。抑肝散は

これらの症状を緩和することが期待される薬剤であり、以後の“異常行動”を緩和していた可

能性が考えられる。 

 

また、本患者は 2014 年〇〇月〇〇日に要介護 1 と認定されており、2016 年〇〇月〇〇

日には要介護 2 と認定されている。前者は上述したように“要介護認定等基準時間が 32 分

以上 50 分未満又はこれに相当すると認められる状態”と定義され、後者は“要介護認定等基

準時間が 50 分以上 70 分未満又はこれに相当すると認められる状態”と定義されている。従

って、時期的にはちょうど中間程度である 2015 年〇〇月〇〇日頃には、日常的な身体介助

や歩行、機能訓練などに要する時間が 50 分程度であったと考えられる。 

要介護認定の設計は、認定調査における基本調査 74 項目の結果が基本となっている（文

献 2 p.1）。この 74 項目は“身体機能・起居動作”、“生活機能”、“認知機能”、“精神・行動障

害”、“社会生活への適応”、“その他”で構成されている。従って、“身体機能や起居動作”や“生

活動作”が保たれていると、“認知機能”の程度に比して介護認定の程度は軽くなりうる。本

患者が〇〇に居住していた期間のアセスメントシートをみると、アセスメント実施日が

2018 年〇〇月〇〇日と明記されている〇〇居宅介護支援事業所のアセスメントシートにお

いてさえ、起き上がりや片足での立位保持につかまるところや支えるところが必要である

ほかは、身体機能はほぼ自立していたことが分かる。すなわち、要介護度の程度を、そのま

ま本患者の遺言能力の程度として判断することはできない。 

 

本患者は 2016 年〇〇月〇〇日付の主治医意見書では、認知症高齢者の日常生活自立度 

IIb と判定されている。これは“日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ

が多少見られても、誰かが注意していれば自立できる”という状態が、家庭内でも見られて

いたことを意味している。すなわち、誰かが注意していないと自立できなかったともいえる
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状況である。そして短期記憶は問題あり、日常の意思決定を行うための認知能力はいくらか

困難、自分の意思の伝達能力はいくらか困難と判断されている。 

そして、〇〇の 2016 年〇〇月〇〇日付のアセスメントシートでは、もの忘れがあり、も

のとられ妄想・作話・感情が不安定・しつこく同じ話をする・ひどい物忘れなどの精神・行

動障害がみられている。 

 

以上の状況をふまえると、2015 年〇〇月〇〇日時点で、本患者の認知能力は著しい障害

が生じており、自筆証書遺言の内容を理解した上で作成することは、相当に困難であったと

考えられる。 

 

 

第 4 結論 

鑑定した資料の期間では、2013 年〇〇月〇〇日までにはメマリー🄬10mg が処方されて

いた。従って、遅くともこの時点で「中等度アルツハイマー型認知症」に至っていたものと

考えられる。2014 年〇〇月〇〇日の時点で、「アルツハイマー型認知症による精神的な機能

低下著明」だったからこそ、訪問診療が必要であったことが示されている。以後、2015 年

〇〇月〇〇日にはメマリー🄬を 20mg へ増量されたことから、この時点で「高度アルツハイ

マー型認知症」に至っていたと判断されたことが分かる。 

以上より、２０１５年〇〇月〇〇日の自筆証書遺言について、本患者は、当該遺言の内容

を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る能力はなかったものである。 

したがって、２０１５年〇〇月〇〇日の自筆証書遺言は、疑問の余地なく無効であると意

見する。 

 

以上 
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